
年　　月　　日　　
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2 食べた後の残りは処分し、弁当箱は洗います。

3 食事の前は必ず手を洗い、清潔に心がけます。

4 弁当箱の全部又は一部を破損し、又は滅失した場合は、速やかに西海市社会福祉

記

配食された食事は、２時間以内に食べます。

 協議会長に状況を報告し、その指示に従います。

別紙

　　西海市社会福祉協議会長　様

住所

氏名　　　　　　　　　　　　㊞

誓約書

　　私は、下記の注意書きを守らない場合に起きた事故に関しては、一切私の責任と
します。


